
令和5年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁 現行 改定 コメント

第1部
漁港漁場工事積算
基準
第2章
工事費の積算
2節
間接工事費
P2-2-7 

表一② 現場環境改善費率三対象額 600万円以下 600 万円を超え 20億円以下 20億円を超える もの

算定式により算出された率とす
下記の率とする る 。ただし、定数値は下記による 下記の率とする
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現場環境改善費率の算定式

I, = a. P b （小数 3 位四捨五入）
ただし、

I' :現場環境改善費率 （％）
p :現場環境改善費率の算出対象額（円）

a、 b :定数値

表一② 現場環境改善費率三対象• 600万円以下 600万円を超え 20億円以下 20億円を超える もの

算定式により算出された率とす

下記の率とする る 。 ただし、定数値は下記による 下記の率とする

a b 

漁i|浚渫工事 込％ l l, 3 4 2. 3 -0. 5 3 7 5 と払％

エ
贋
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土％ 1 7, 1 0 0 , 2 -0. 5 3 5 3 ユ％

現場環境改善費率の算定式

I, = a. P b （小数3位四捨五入）
ただし、

I' :現場環境改善費率 （％）
p :現場環境改善費率の算出対象額（円）

a、 b :定数値



令和5年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表

掲 載 頁 現行 改定 コメント

第1部
漁港漁場関係工事
積算基準
第2章
工事費の積算
2節
間接工事費
P2-2-10 

第1部
漁港漁場関係工事
積算基準
第2章
工事費の積算
2節
間接工事費
補足資料
P2-2-(3) 

表 一 ③ 現場管理費率

三上＼障に分

700万円以 下 700万円を超え20億円以 下 20億円を超えるも の

算定式により算出された率とす

下記の率とする る。ただし、定数値は下記による 下記の率とする

a b 

月
浚渫工 事 辿％ 辿 -0. 0 9 0 8 込％
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現場管理費率の算定式

J。 = a • N," （小数3位四捨五人）
ただし、

J。 ： 現場管理費率（％）
N, ： 純工事費（円）

a、b : 定数値

〗対象額 700万円以 下 700万円を超え4億円以 下 4億円を超えるも の

算定式により算出された率とす
下記の率とする る。ただし、定数値は下記による 下記の率とする

a b 

漁港漁場関係
構造物工事

�% 辿 -0. 0 9 2 7 辿％

海岸工 事

表 一 ③ 現場管理費率

口
700万円以 下 700万円を超え20億円以 下 20億円を超えるも の

算定式により算出された率とす

下記の率とする る。ただし、定数値は下記による 下記の率とする

a b 

『
浚裸工 車 辿％ 辿 -0. 0 7 7 9 辿％

』 構造物工事 辿％ 辿 -0. 0 3 1 5 辿％

喜分塁 I下記の率とする I�;;：�:：］[;
I

I；雰::：［： |
10

7ここ：：：：

の

b
 

廷％ 辿 -0. 0 8 0 7 �% 

現場管理費率の算定式

J。 = a • N," （小数3位四捨五人）
ただし、

J。 ： 現場管理費率（％）
N, ： 純工事費（円）

a、b : 定数値

表 一 ② 現場管理費率 表 一 ② 現場管理費率

交
700万円以 下 700万円を超え4億円以 下 4億円を超えるも の

算定式により算出された率とす
下記の率とする る。ただし、定数値は下記による 下記の率とする

a b 

漁港漁場関係
構造物工事

�% 蕊 -0. 0 8 6 0 辿％

海岸工 事

現場管理費率の算定式
J。 = a. N p b （小数 3 位四捨五入）

ただし、
J " : 現場管理費率（％）
N, ： 純工車費（円）

a、b : 定数値

現場管理費率の算定式
J。 = a · N," （小数3位四捨五入）

ただし、
J。 ： 現場管理費率（％）
N, : 純エ孝費（円）

a、b : 定数値



掲 載 頁

第3部
その他の積算基準
第3編
土質調査業務
P3-1 -4 

現行(1B)

別表第1

直接調査費 7,000万円
100万円以下 l_QO万 円を 超 え7, 0 0 0 万 円以下

十間接謂査費 を超えるもの

適 用 区 分 等I下記の率とする。 I算定式により算出された率とする。 I下記の率とする。

三
ただし、 変数値は下記による。

率又は変数値 辿％

対象額が100万円を超え7,000万円以下の場合の算定式

Z = A • Y b 

ただし、 Z:諸経費率（単位： ％） 
Y:直接調査費十間接調査費（単位：円）

A、 b :変数値

&.!,% 

注） 1. 諸経費率 (Z) の値は、 小数 2 位を四捨五入して小数 1位止めとする。
2. 「国土地盤情報デ ー タベ ー ス検定費」は諸経費の対象としない。

改定（新）

別表第1

--------------------------------------------------------------------� 

:1 直接調査費 3,000万円
100万円以下 IO 0 万且を蕊え3,0 0 0 万且込上

十間接調査費 を蕊えるとの

適 用 区 分 等 下記の率とする。 算定式により算出された率とする。 下記の率とする。
ただし、 変数値は下記による。

A b 

率又は変数値 | 辿％ 辿 -0. 0 9 1 辿％

対象額が100万円を超え糾000万円以下の場合の算定式
． 
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z�A • Y' 

ただし、 Z:諸経費率（単位： ％） 
Y:直接調査費十間接調査費（単位：円）

A、b :変数値

注） 1. 諸経費率（Z) の値は、 小数 2 位を四捨五入して小数 1位止めとする。
2. 「国土地盤情報デ ー タベ ー ス検定費」は諸経費の対象としない。

コメント

令和5年度 漁港漁場関係工事積算基準 新旧対比表




